
                                      

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける令和２年度福島県立医科大学下半

期医薬品単価購入契約について、次のとおり決定したので、公立大学法人福島県立医科大

学特定調達契約事務取扱細則（平成３１年２月１日細則第２３号。以下「特定調達細則」 と

いう。）第１５条第２項の規定により公示する。  

令和２年１０月２９日 

公立大学法人福島県立医科大学理事長  竹之下 誠一 

 

１ 随意契約に係る物品等の名称及び数量 

公立大学法人福島県立医科大学附属病院において使用する医薬品 計 １３点 

  (１) テセントリク点滴静注１２００ｍｇ ２０ｍＬ     ５３瓶 

  (２) レミケード点滴静注用１００ １００ｍｇ   １，３６０瓶 

  (３) リプレガル点滴静注用３．５ｍｇ ３．５ｍＬ    ９６瓶 

  (４) アバスチン点滴静注用４００ｍｇ／１６ｍＬ ４３０バイアル 

  (５) シナジス筋注液１００ｍｇ １ｍＬ        ３６０瓶 

  (６) パージェタ点滴静注４２０ｍｇ／１４ｍＬ     １７２瓶 

  (７) ルセンティス硝子体内注射用キット１０ｍｇ／ｍＬ ３８１筒 

  (８) アイリーア硝子体内注射用キット４０ｍｇ／ｍＬ  １，１４０筒 

  (９) デファイテリオ静注２００ｍｇ       １３６バイアル 

  (10) ユルトミリス点滴静注３００ｍｇ         １０１瓶  

  (11) オプジーボ点滴静注２４０ｍｇ ２４ｍＬ     ３９０瓶 

  (12) キイトルーダ点滴静注１００ｍｇ ４ｍＬ     ３８６瓶 

  (13) アディノベイト静注用キット２０００ ２０００国際単位 １６３キット 

２ 契約事務を担当する所属の名称及び所在地 

公立大学法人福島県立医科大学医事課 

福島県福島市光が丘１番地 

３ 随意契約の相手方を決定した日 

令和２年９月３０日 

４ 随意契約の相手方の氏名及び住所 

  株式会社エフエスユニマネジメント 東京都港区芝浦３丁目４番１号 

５ 随意契約に係る契約金額（単価、消費税抜） 

(１)５６６，０００円 

  (２) ６０，７５７円 

  (３)３０７，４５０円 

  (４)１０９，８５２円 

  (５) ９９，７６４円 



  (６)１７０，９５９円 

  (７)１２８，５００円 

  (８)１１４，４００円 

  (９)４８３，２８３円 

  (10)６５７，２０６円 

  (11)３５８，１００円 

  (12)２０５，５１７円 

  (13)１７２，８７０円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

随意契約 

７ 随意契約とすることとした理由 

公立大学法人福島県立医科大学特定調達契約事務取扱細則第１４条第１号 


